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手話通訳 要約筆記 予約保育あり／月初は9月1日㈫から申し込み開始／FAXでの問い合わせは、広報課FAX2994-0706へ（市外局番は04）

　
今
年
度
の
地
区
ご
と
の
敬
老
行
事
は
中

止
と
な
り
ま
す
が
、

対
象
と
な
る
ご
長
寿

の
方
に
祝
品
を
贈
呈

し
ま
す
。

対 

①
米
寿
者
（
88
歳
）

…
昭
和
７
年
４
月

２
日
〜
８
年
４
月

１
日
生
ま
れ
の
方
②
長
寿
者
（
１
０
０

歳
）
…
大
正
９
年
４
月
１
日
〜
10
年
３

月
31
日
生
ま
れ
の
方

◎
①
は
自
宅
に
記
念
品
を
郵
送
②
は
郵
送

ま
た
は
市
職
員
が
直
接
お
届
け
し
ま
す
。

問 

高
齢
者
支
援
課
☎
２
９
９
８
‐
９
１
２
０

国
民
年
金
の
産
前
産
後
免
除
制
度

　
対
象
と
な
る
方
は
、
産
前
産
後
期
間
の

４
カ
月
間
（
双
子
以
上
の
場
合
は
６
カ
月

間
）
の
保
険
料
が
免
除
さ
れ
ま
す
。
免
除

期
間
は
、
保
険
料
を
納
付
し
た
も
の
と
し

て
扱
わ
れ
、
将
来
受
け
取
る
老
齢
基
礎
年

金
の
受
給
額
に
反
映
さ
れ
ま
す
。

対 

国
民
年
金
第
１
号
で
、
出
産
日
が
平
成

31
年
２
月
１
日
以
降
の
方

申 

年
金
手
帳
ま
た
は
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が
分

か
る
も
の
、
母
子
手
帳
な
ど
出
産
予
定

日
が
わ
か
る
も
の
（
出
産
前
の
届
け
出

の
場
合
）
、
出
生
証
明
書
や
戸
籍
謄
本

な
ど
出
産
日
と
親
子
関
係
が
分
か
る
も

の
（
本
人
と
子
が
別
世
帯
で
出
産
後
に

届
け
出
の
場
合
）
を
持
ち
、
市
役
所
１

階
市
民
課
国
民
年
金
担
当
、
ま
ち
づ
く

り
セ
ン
タ
ー
（
並
木
除
く
）
、
所
沢
年

金
事
務
所
（
上
安
松
）
に
直
接

◎
届
け
出
は
、
出
産
予
定
日
の
６
カ
月
前

か
ら
可
能
で
す
。
詳
細
は
市
HP
（

産
前

産
後
免
除
）
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

HP
（

休
日
開
庁
）
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

日 

９
月
12
日
㈯
・
26
日
㈯
午
前
８
時
30
分

〜
午
後
０
時
30
分

場 

市
役
所
１
階
、
ま
ち
づ
く

り
セ
ン
タ
ー
（
並
木
除

く
）
、
上
下
水
道
局
庁
舎

問 

経
営
企
画
課
☎
２
９
９
８
‐
９
０
２
７
、

上
下
水
道
お
客
様
セ
ン
タ
ー
☎
２
９
２

１
‐
１
０
８
０

▼
縦
覧
・
意
見
書
の
提
出

日 

10
月
２
日
㈮
〜
16
日
㈮

場 

市
役
所
７
階
公
園
課

問 

同
課
☎
２
９
９
８
‐
９
１
９
６

樹
林
地
の
伐
採
を
お
考
え
の
方
へ

届
け
出
が
必
要
な
場
合
が
あ
り
ま
す

　
伐
採
を
行
う
樹
林
地
が
都
道
府
県
の

地
域
森
林
計
画
の
対
象
地
で
あ
る
場
合
、

「
伐
採
及
び
伐
採
後
の
造
林
の
計
画
の
届

出
書
」
の
事
前
提
出
と
市
町
村
長
へ
の
報

告
が
必
要
で
す
。

　
樹
林
地
の
伐
採
を
予
定
し
て
い
る
方
は
、

予
定
地
が
対
象
地
か
ど
う
か
、
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

問 

み
ど
り
自
然
課
☎
２
９
９
８
‐
９
３
７
３

品
等
入
札
）
で
入
手
で
き
ま
す
。

問 

同
課
☎
２
９
９
８
‐
９
０
５
８

計
画
な
ど
の
縦
覧

対 

市
内
在
住
・
在
勤
・
在

学
の
方
、
利
害
関
係
者

◆ 

生
産
緑
地
地
区
変
更
の

案
の
縦
覧
・
意
見
書
の

提
出

日 

９
月
４
日
㈮
〜
18
日
㈮

場 

市
役
所
５
階
都
市
計
画
課

問 

同
課
☎
２
９
９
８
‐
９
１
９
２

◆
所
沢
都
市
計
画
緑
地
の
変
更
の
縦
覧

▼
原
案
説
明
会

日 

９
月
26
日
㈯
午
前
11
時
〜
正
午

場 

市
役
所
８
階
大
会
議
室

施
設
の
休
館
・
再
開
状
況
な
ど

　
休
館
や
利
用
の
制
限
な
ど

施
設
の
状
況
は
、
市
HP
で
ご

確
認
く
だ
さ
い
。
利
用
の
際

は
、
マ
ス
ク
の
着
用
な
ど
感

染
症
対
策
に
ご
配
慮
く
だ
さ
い
。

イ
ベ
ン
ト
の
中
止
な
ど

　
中
止
な
ど
が
決
定
し
た
主

な
イ
ベ
ン
ト
を
お
知
ら
せ
し

ま
す
。
詳
細
や
そ
の
他
の
イ

ベ
ン
ト
は
市
HP
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

◆
所
沢
シ
テ
ィ
マ
ラ
ソ
ン
大
会

　
（
例
年
12
月
開
催
）

◆
陸
上
競
技
選
手
権
大
会

　
（
例
年
10
月
開
催
）

問
ス
ポ
ー
ツ
振
興
課

　
☎
２
９
９
８
‐
９
２
４
８

◆
秋
季
も
っ
た
い
な
い
市

　
（
例
年
10
・
11
月
開
催
）

問
資
源
循
環
推
進
課

　
☎
２
９
９
８
‐
９
１
４
６

◆
戦
没
者
追
悼
式
の
規
模
縮
小

　
（
例
年
10
月
開
催
）

　
関
係
団
体
代
表
者
の
み
で
開
催
し
ま
す
。

問
福
祉
総
務
課
☎
２
９
９
８
‐
９
１
１
３

市
税
の
納
期
限

　
９
月
30
日
㈬
は
、
国
民
健
康
保
険
税

（
３
期
）
の
納
期
限
で
す
。
期
限
内
に
納

め
て
く
だ
さ
い
。

問
収
税
課
☎
２
９
９
８
‐
９
０
７
３

毎
月
第
２
・
４
土
曜
午
前
は
休
日
開
庁

　
一
部
の
業
務
を
行
い
ま
す
。
詳
細
は
市

お
知
ら
せ

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染

拡
大
の
状
況
に
よ
り
内
容
変
更

の
場
合
が
あ
り
ま
す
。
市

HP
や
各
問
い
合
わ
せ
先
で

最
新
情
報
を
ご
確
認
く
だ

さ
い
（
掲
載
情
報
は
８
月

20
日
時
点
の
も
の
で
す
）。

問 

同
担
当
☎
２
９
９
８
‐
９
０
９
５
、
所

沢
年
金
事
務
所
☎
２
９
９
８
‐
０
１
７

０子
育
て
を
応
援
し
ま
す

と
こ
ろ
っ
こ
子
育
て
サ
ポ
ー
ト
事
業

　
妊
娠
期
か
ら
、
出

産
・
子
育
て
相
談
や

情
報
提
供
な
ど
の
サ

ポ
ー
ト
を
行
い
ま
す
。

◆ 

子
育
て
世
代
包
括

支
援
セ
ン
タ
ー
か

る
が
も
（
保
健
セ
ン
タ
ー
健
康
づ
く
り

支
援
課
内
）

受 

付
時
間
　
午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時

（
土
・
日
曜
、
祝
休
日
、
年
末
年
始
除

く
／
電
話
予
約
優
先
）

問 

同
セ
ン
タ
ー
☎
２
９
９
１
‐
１
８
２
０

◆
市
役
所
２
階
こ
ど
も
支
援
課

受 

付
時
間
　
午
前
９
時
〜
午
後
４
時
30
分

（
土
・
日
曜
、
祝
休
日
、
年
末
年
始
除

く
／
電
話
予
約
優
先
）

問 

同
課
☎
２
９
９
８
‐
９
１
２
４

◆ 

こ
ど
も
支
援
セ
ン
タ
ー
子
育
て
支
援
エ

リ
ア（
こ
ど
も
と
福
祉
の
未
来
館
２
階
）

受 

付
時
間

　
午
前
８
時
30
分
〜
午
後
６
時

（
水
曜
、
年
末

年
始
除
く
／
電

話
予
約
優
先
）

問 

同
セ
ン
タ
ー

　
☎
２
９
２
２
‐
２
２
３
８

ご
長
寿
（
88
歳
・
１
０
０
歳
）
の
方
に

敬
老
祝
品
を
贈
呈

９
月
７
日
㈪
〜
18
日
㈮
は

穴
ぼ
こ
通
報
強
化
週
間

　
市
内
で
道
路
の
穴
ぼ
こ
な
ど
を
見
つ
け

た
ら
、
道
路
維
持
課
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

事
故
防
止
の
た
め
に
ご
協
力
を
お
願
い
し

ま
す
。
期
間
中
、
通
報
い
た
だ
い
た
方
50

人
（
抽
選
）
に
粗
品
を
差
し
上
げ
ま
す
。

通 

報
方
法
　
①
穴
の
大
き
さ

②
場
所
（
目
標
物
）
③
氏

名
・
住
所
・
連
絡
先
（
粗

品
希
望
の
方
）
を
同
課
に

電
話
・
Ｆ
Ａ
Ｘ
・
メ
ー
ル

◎
粗
品
進
呈
の
応
募
は
１
人
１
口
で
す
。

問 

同
課
☎
２
９
９
８
‐
９
１

６
８
FAX
２
９
９
８
‐
９
１

５
２

a9168@
city.

tokorozaw
a.lg.jp

一
般

財
団

自
治
総
合
セ
ン
タ
ー

令
和
２
年
度
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
助
成
事
業

　
宝
く
じ
の
社
会
貢
献
広
報
事
業
と
し
て

同
財
団
が
行
う
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
助
成
事
業

で
、
所
沢
市
小
手
指
区
長
会
が
や
ぐ
ら
ス

テ
ー
ジ
な
ど
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
活
動
に
必
要

な
備
品
を
購
入
し
ま
し
た
。

問 

地
域
づ
く
り
推
進
課

　
☎
２
９
９
８
‐
９
０
８
３

令
和
３
・
４
年
度
物
品
等
入
札
参
加

資
格
審
査
申
請
の
受
付

日 

10
月
12
日
㈪
〜
11
月
６
日
㈮

◎
詳
細
は
申
請
の
手
引
き
を
ご
覧
く
だ
さ

い
。
市
役
所
４
階
契
約
課
、
市
HP
（

物

▶調査書類は９月中旬から下旬に各戸
に直接投函（ポスティング）します
▶回答は10月7日㈬までにインターネ
ットか郵送で

国勢調査は、なぜ必要？

住民基本台帳では得られない、
より生活実態に即した統計デー

タを得るために必要です。これらの
データは、国や地方公共団体の行政
施策をより効果的に計画・実施する
ための重要な基礎データとなります。

回答しなくてはいけないの？

個人情報保護法にかかわらず、
統計法で回答する義務が定めら

れています。
正確な統計のために、ご理解と協力
をお願いいたします。

◎調査員による回収を希
望する場合は、調査書類
に記載されている連絡先
にご連絡ください。

▶今回はポスティング
でお届けします

A A

　国勢調査は、日本に住む全ての人、
世帯を対象に5年に1度実施する国の
最も重要な統計調査です。
　今回の調査では、新型コロナウイル
ス感染症拡大防止のため、調査員が訪
問する際の面談を行いません。
　調査書類は各戸に直接投函（ポステ
ィング）します。期限内にインターネ
ットか郵送での回答にご協力ください。

調査書類配布時期　９月中旬から下旬
調査時点　10月1日
回答期限　10月7日㈬

◆国勢調査を装った
　「かたり調査」にご注意！
　国勢調査では、金銭を要求したり、
銀行口座の暗証番号やクレジットカー
ド番号を聞くことは絶対に
ありません。
　また、調査員は身
分を証明する「国勢
調査員証」を携帯し
ています。

問▶国勢調査コールセンター
　☎0570-07-2020
　（IP電話の場合☎03-6636-9607）
　▶文書行政課国勢調査専用
　☎2998-9353


